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●初診・再診料

【特掲診療料】
●医学管理等
●在宅医療
●投薬
●注射
●処置
●手術
●麻酔
●検査
●病理診断
●画像診断
●リハビリテーション
●精神科専門療法
●放射線治療

【基本診療料】
●入院基本料
●入院基本料等加算
●特定入院料
●短期滞在手術基本料

【入院時食事療養費・入院時生活療養費】
【施設基準の一部簡素化／常勤配置の取り扱い

保険外併用療養費／経過措置等について
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適時調査や指導などで施設基準を満たしていることが確認される。
（3/5 日本医師会Q&Aより）

小児科外来診療料の患者ごとに算定するかどうかを選択
できないルールは変わっていない。

（3/４ 厚労省説明会質疑応答より）



１．診療報酬改定の議会と院内運用
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第８期
（2021～2023）

医療計画の見直し①
（在宅医療の推進等）

医療法改正
医療計画の見直し②

（病床機能分化）
医療計画の見直し③

2025（平成37）年に向けた改革単年ではなく
2年間は重要
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社会保障審議会 （医療保険部会 Ｈ27.11.20 参考資料１抜粋）
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③２月１０日
具体的な点数

④３月４日
通知等により

運用面を考える

資料１：Ｈ27.7.9 社会保障審議会
一部抜粋・加筆

⑤４月中旬⇒14日
施設基準届出

資料１

①Ｈ27年12月21日
診療報酬本体 ＋0.49％

②１月２７日～２月３日
個別改定項目
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２．難病法に係る改正点
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公費申請に留意

短
冊

9



入院基本料・医学管理等・在宅医療

【Ⅲ－４（重点的な対応が求められる分野／難病医療の推進）－①】
難病法の施行に伴う指定難病の診療の評価 骨子【Ⅲ－４(1)】

●難病法の施行に伴う指定難病の診療の評価

１．療養病棟入院基本料における医療区分２の対象患者の見直し
下記の対象患者のうち、(1)、(2)及び(3)を対象とする（ただし、医療区分３の対
象患者を除く。）。

２．難病外来指導管理料における対象患者の見直し
下記の対象患者のうち、(1)、(2)及び(3)を対象とする。

３．在宅寝たきり患者処置指導管理料の注１（※）に規定する「これに準ずる状態にあ
るもの」の対象患者の見直し
※ 住宅における創傷処置等の処置を行っている入院中の患者以外の患者であっ

て、現に寝たきりの状態にあるもの又はこれに準ずる状態にあるもの下記の対
象患者のうち、(1)及び(2)を対象とする。ただし、常時介護を要する状態に限る。

４．人工腎臓透析困難者等加算における対象患者の見直し
「特定疾患治療研究事業について」の別紙の第３に掲げる疾患（第１章第２部入院料等

の通則４の「入院期間の計算について」の（２）参照）に罹患している者として都道府県
知事から医療受給者証の発行を受けている患者であって介護を要するもの

●●対象疾患
56疾患→306疾患

●他に
※入院の通算カウント1月も受給者証がある方 10



入院基本料・医学管理等・在宅医療

【Ⅲ－４（重点的な対応が求められる分野／難病医療の推進）－①】
難病法の施行に伴う指定難病の診療の評価 骨子【Ⅲ－４(1)】

●難病法の施行に伴う指定難病の診療の評価

［対象患者］
(1)難病の患者に対する医療等に関する法律（以下「法」という。）第五条に規定する指

定難病に罹患しているものであって原則法第七条第四項に規定する医療受給者証を
交付されているもの（法第七条第一項第 2 号に規定する特定医療費の支給認定に
係る基準を満たすことを診断できる場合を含む）

(2) 「特定疾患治療研究事業について」（昭和 48 年 4 月 17 日衛発第 242 号）
に掲げる疾患に罹患しているものとして都道府県知事から受給者証の交付を受けて
いるもの

(3) 「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱について」（健医発第896 号
平成元年 7 月 24 日）に掲げる疾患に罹患しているものとして都道府県知事から受
給者証の交付を受けているもの

●受給者証の確認
●難病指定の申請
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医療受給者証見本（千葉県ＨＰより抜粋）
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３．外来機能分化（選定療養費）

13



中医協総―3 27.9.30外来医療（その2）

２つの
取組み

選択的
取組み
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＜選定療養の責務＞
●特定機能病院
●一般病床500床以上の

地域医療支援病院

H28年改定



療養担当規則 （特定機能病院および一般病床500床以上の地域医療支援病院

選定療養 定額負担 設定金額

初診
(紹介状なし）

外来診療料（再診）
（※にも関わらず受診）

医科 5,000円 医科 2,500円

歯科 3,000円 歯科 1,500円

【緊急その他やむを得ない事情がある場合】
●救急の患者
●公費負担医療の対象患者
●無料低額診療事業の対象患者
●HIV感染者

[その他、定額負担を求めなくて良い場合]
(1) 自施設の他の診療科を受診中の患者
(2) 医科と歯科の間で院内紹介した患者
(3) 特定健診、がん検診等の結果により精密検査の指示があった患者
(4) 救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診患者
(5) 外来受診後そのまま入院となった患者
(6) 地域に他に当該診療科を標榜する診療所等がなく、大病院が外来診療を実質的に担っている

ような診療科を受診する患者
(7) 治験協力者である患者
(8) 災害により被害を受けた患者
(9) 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の患者
(10) その他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者

【経過措置】自治体による条例制定が必要な公的医療機関については、条例を制定するまでの期間
を考慮し、Ｈ28年9月30日までの間は支払を受けることを要しない

※再診の場合は、一般病床500床未満又は
診療所に対し文書で紹介を行う申出を行ったのにも関わらず受診

定額負担除外対象者
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税込みの金額として、この金額が徴収されていれば
満たしていることになる。
（3/４厚労省説明会質疑応答より）



個別改定項目
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【Ａ 基本診療料】 ⑪⑫ 初・再診料
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初・再診料

●救急患者の受入れ体制の充実

現 行 改 定

【A001 再診料／A002 外来診療料】

入院中の患者に対する再診の費用は、第
２部第１節、第３節又は第４節の各区分の
所定点数に含まれるものとする。

【A001 再診料／A002 外来診療料】

入院中の患者に対する再診の費用
（A001に掲げる再診料の注５及び注６に規
定する加算並びにA002に掲げる外来診療
料の注８及び注９に規定する加算を除く。）
は、第２部第１節、第３節又は第４節の各
区分の所定点数に含まれるものとする。

A001 再診料 ／ A002 外来診療料
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●再診および外来診療の時刻の加算

算定可能

追加



初・再診料

【Ⅳ－６(効率化等による制度の持続可能性の向上／医薬品等の適正評価)－①】
実勢価格等を踏まえた臨床検査の適正な評価 骨子【Ⅳ－６(1)(2)】

現 行 改 定

A002 外来診療料 73点

注６ 第２章第３部検査及び第９部処置の
うち次に掲げるものは、外来診療料に
含まれるものとする。

イ 尿検査
D000からD002までに掲げるもの

A002 外来診療料 73点

注６ 第２章第３部検査及び第９部処置の
うち次に掲げるものは、外来診療料に
含まれるものとする。

イ 尿検査
D000からD002-2までに掲げるもの

●尿沈渣（フローサイトメトリ―法）が外来診療料に包括
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初・再診料

現行、電子レセプト請求が義務付けられている病院、診療所、薬局については、原則と
して明細書を無償で発行しなければならないが、
自己負担のない患者については、対象外。

(※) 400 床未満の病院・診療所は経過措置あり
(400床未満の病院は平成28年４月から完全義務化)

基本的な考え方

【Ⅱ－４（患者の視点等／明細書の無料発行の推進）】
明細書無料発行の推進 骨子【Ⅱ－４】

●明細書無料発行の推進

１．公費負担医療に係る給付により自己負担がない患者についても、患者に
対する情報提供の観点から、電子レセプト請求実施の保険医療機関、保険
薬局については、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」及び「保険薬
局及び保険薬剤師療養担当規則」を改正し、患者から求めがあった場合の
無料発行を原則義務化。

２. ただし、自己負担がない患者に対応した明細書発行機能が付与されてい
ないレセプトコンピューターを使用している、又は自動入金機の改修が必要
な医療機関、薬局に対しては、２年間の猶予措置を設ける。

具体的な内容 全額公費負担の患者を除く

診療所については、当面の間

生活保護受給者については（健康保険と生活保護を
併用する者を除き）含まれない。 （3/5 日本医師会Q&Aより）

【経過措置】
自己負担のない患者（全額公費負担の患者を除
く。）に対応した明細書発行機能が付与されていな
いレセプトコンピュータを使用している、又は自動入
金機の改修が必要な医療機関及び薬局に対しては、
平成30年3月31日までの猶予措置を設ける。


